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児童相談所移管について 

 

 

 都区は平成 1９年からの都区のあり方検討委員会の中で児童相談所を移管する方向性を

決めたが、協議をまとめることができなかった。今年度に入り特別区は、「特別区が目指す

児童相談行政のすがた」として、特別区児童相談所事務移管モデルをまとめたところであ

る。また、区長会では、移管について２３区で一致し取り組むことが確認された。 

これに基づき、児童相談所移管について各区で検討を行い、特別区としてまとめ、都と

の協議を進める。 

 

 

１ 現状と課題 

   現在、東京都では、区市町村が設置している子ども家庭支援センターを児童相談の

第一義的窓口とし、都が設置している児童相談所を専門性の高い困難事例の対応窓口

としており、二層体制となっている。 

そのため、児童相談所と子ども家庭支援センターは、連携して虐待をはじめとした

児童相談行政をおこなっているが、二つの機関が存在することによって、認識に温度

差が生じ、迅速な対応や子どもの状況の変化に合わせたきめ細かな対応がとれないこ

とがある。 

 こういった課題の解決を図るため、責任や窓口の明確化や一貫した支援体制など児

童相談所の区への移管は必須である。 

児童相談所の移管の実現に向け、以下の項目を各区で検討する。 

 

２ 区として検討すべき項目 

（１）移管の方法 

（２）児童相談所の設置 

（３）一時保護所の設置 

（４）児童相談所設置市の事務の調整 

 

３ 検討スケジュール 

  平成２６年 ４月 各区でとりまとめの方向性について区長会へ中間報告 

  平成２６年 ９月 特別区福祉主管部長会にて検討内容の最終とりまとめ 

  平成２６年１０月 区長会に報告 

 

※特別区が目指す児童相談行政のすがた（資料１） 




